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マザーレイクゴールズ

（MLGs）について 
マザーレイクゴールズ（以下「ＭＬＧｓ」と言います。）とは、「琵琶湖」を切り口とした２０３

０年の持続可能社会への目標（ゴール）であり、「琵琶湖版のＳＤＧｓ」です。ＭＬＧｓは、琵琶

湖版のＳＤＧｓとして、２０３０年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向

け、琵琶湖を切り口として独自に１３のゴールを設定しています。 

SDGs と MLGs 

ＳＤＧｓの視点から見ると、琵琶湖を通じて

ＳＤＧｓをアクションまで落とし込む仕組みが

ＭＬＧｓであり、ＭＬＧｓの取組はＳＤＧｓの達成

に貢献するものです。 

ＭＬＧｓからの視点で見ると、琵琶湖を通じ

て、石けん運動以来４０年にわたる県民等多

様な主体による活動がＳＤＧｓにつながってい

ることを発見する仕組みと言えます。 

ロゴマーク・キーコンセプト 

ＭＬＧｓのロゴマークは、琵琶湖を中央に配し、周囲には円形の中に１

３のゴールカラーを配置しました。円形は琵琶湖を取り巻く湖国・滋賀

を、そして地球を表現しています。「琵琶湖は暮らしを映す鏡」「琵琶湖

は地球環境を見通す窓」であることを表し、琵琶湖・滋賀から世界を変

えるための目標であることを示しています。 

キーコンセプトは「変えよう、あなたと私から」。変化のはじまりは「あ

なたと私」。２人が協力し、小さなことを積み上げ、共に変わっていくこ

とが連鎖して、点が線に、線が面へと広がり、社会全体の変化につなげ

ていきたい。そんな思いをこの言葉に込めました。 

琵琶湖を通じて SDGs をアクションまで落とし込む 

琵琶湖を通じて自分たちの活動が SDGs につながっていることを発見する 
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MLGs  13 のゴールカラー 

ＭＬＧｓの１３のゴールは、日本の伝統色で表現

しています。また、ＳＤＧｓのカラーとは違い、彩度

を薄く、かつマットな色で表しています。 

ＳＤＧｓをより身近にする目標がＭＬＧｓである

ことから、生活に「溶け込む」ことを目指し、より調

和のとれた色合いでゴールを表現しています。 

アイコンは、組み合わさったときの「つながり」

を意識したシンプルなデザインで表現しました。 

ゴール      ゴールカラー 

1 清らかさを感じる水に     ● 露草色（つゆくさいろ） 

2 豊かな魚介類を取り戻そう    ● 藍色（あいいろ） 

3 多様な生き物を守ろう          ● 苔色（こけいろ） 

4 水辺も湖底も美しく     ● 鼈甲色（べっこういろ） 

5 恵み豊かな水源の森を守ろう    ● 千歳緑（ちとせみどり） 

6 森川里湖海のつながりを健全に    ● 青碧（せいへき） 

7 びわ湖のためにも 温室効果ガスの排出を減らそう  ● 京紫（きょうむらさき） 

ゴール      ゴールカラー 

8  気候変動や自然災害に強い暮らしに   ● 紅桔梗（べにききょう） 

9  生業・産業に地域の資源を活かそう   ● 黄櫨染（こうろぜん） 

10  地元も流域も学びの場に            ● 櫨染（はじぞめ） 

11  びわ湖を楽しみ 愛する人を増やそう  ● 今様色（いまよういろ） 

12  水とつながる祈りと暮らしを次世代に  ● 黄唐茶（きがらちゃ） 

13  つながりあって目標を達成しよう     ● 紺色（こんいろ） 
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MLGs 13 のゴール 
Goal 1 
清らかさを感じる水に 
 
アオコや赤 潮 などのプランクトンの異 常 発

生 が抑 制 され、飲 料 水 としても問 題 がな

く、思 わず触 れたくなるような清 らかな水

が維 持 される  

Goal 2 
豊かな魚介類を取り戻そう 
 
在 来 魚 介 類 の 生 息 環 境 が 改 善 し 、 資 源

量 ・漁 獲 量 が持 続 可 能 な形 で増 加 すると

ともに、人 々が湖 魚 料 理 を日 常 的 に楽 しむ  

Goal 3 
多様な生き物を守ろう 
 
生 物 多 様 性 や生 態 系 のバランスを取 り戻

す取 組 が拡 大 し、野 生 生 物 の生 息 状 況 が

改 善 するとともに、自 然 の恵 みを実 感 する

人 が増 加 する  

Goal 4 
水辺も湖底も美しく 
 
川 や湖 にゴミがなく、砂 浜 や水 生 植 物 な

どが適 切 に維 持 ・管 理 され、誰 もが美 しい

と感 じられる水 辺 景 観 が守 られる  

Goal 5 
恵み豊かな水源の森を守ろう 
 
水 源 涵 養 や生 態 系 保 全 、木 材 生 産 、レク

リエーションなどの多 面 的 機 能 が持 続 的

に発 揮 さ れる森 林 づく りが進 み、 人 々が

地 元 の森 林 の恵 みを持 続 的 に享 受 する  

Goal 6 
森川里湖海のつながりを健全に 
 
森 から湖 、海 に至 る水 や物 質 のつながりが

健 全 に保 たれ、湖 と川 、内 湖 、田 んぼなどを

行 き来 する生 き物 が増 加 する  

Goal 7 
びわ湖のためにも  
温室効果ガスの排出を減らそう 
 
日 常 生 活 や事 業 活 動 から排 出 される温 室

効 果 ガスを減 らす取 組 が広 がり、琵 琶 湖 の

全 層 循 環 未 完 了 などの異 変 の進 行 が抑 え

られる  

Goal 8 
気候変動や自然災害に強い暮らしに 
 
豪 雨 や渇 水 、温 暖 化 などの影 響 を把 握 ・予 測 し、

そうした事 態 が起 きても大 きな被 害 を受 けない

暮 らしへの転 換 が進 む  

Goal 9 
生業・産業に地域の資源を活かそう
 
地 域 の自 然 の恵 みを活 かした商 品 や製 品 、サー

ビスが積 極 的 に選 ばれ、地 域 内 における経 済 循

環 が活 性 化 し、ひいては環 境 が持 続 的 に守 られ

る  

Goal 10 
地元も流域も学びの場に 
 
琵 琶 湖 や流 域 、自 分 が生 活 する地 域 を環 境 学

習 のフィールドとして体 験 ・実 践 する機 会 が豊 富

に提 供 され、関 心 を行 動 に結 びつけられる人 が

増 加 する  

Goal 11 
びわ湖を楽しみ 愛する人を増やそう 
 
レジャーやエコツーリズムなどを通 じて自 然 を楽

しむ様 々な機 会 が増 え、琵 琶 湖 への愛 着 が育 ま

れる  

Goal 12 
水とつながる祈りと暮らしを次世代に 
 
水 を敬 い、水 を巧 みに生 活 の中 に取 り込 む文 化

や、水 が育 む生 業 や食 文 化 が、将 来 世 代 へと着

実 に継 承 される  

Goal 13 
つながりあって目標を達成しよう 
 
年 代 や性 別 、所 属 、経 験 、価 値 観 などが異 なる

人 同 士 、また異 なる地 域 に住 まう人 同 士 がつな

がり、琵 琶 湖 や流 域 の現 状 、これからについて対

話 を積 み重 ね、その成 果 を共 有 できる機 会 が十

分 に提 供 される  
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「シン・びわ湖なう」について 
 

ＭＬＧｓで設定した１３のゴールについては、目標の達成に向けた進捗状況を随時把握していくことが必要です。「シ

ン・びわ湖なう」は、毎年夏頃に開催される「ＭＬＧｓみんなのＢＩＷＡＫＯ会議」に合わせて、マザーレイクゴールズ学術フ

ォーラムが取りまとめるＭＬＧｓの評価報告書です。各ゴールに関連する様々な指標を設定し、学術的な観点からその

評価を行います。こうした方法は、２０１５年９月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）において

も、その進捗を測るためのグローバル指標の枠組みとして承認、運用されています。 

 

一方で、ＳＤＧｓの評価とこの「シン・びわ湖なう」にはいくつかの違いがあります。まず、ＭＬＧｓでは、各ゴールの評価

だけでなく、ゴール間の関係性や俯瞰的な評価にも重きを置いています。本書の後半では、琵琶湖とその流域で生じ

た事象を年表形式でまとめたり、関係性を図で描いたりすることで、ＭＬＧｓに関わる様々な要素がどのように影響し

あっているのかを理解できるようにしています。「総合評価」では、ゴール間の複雑な関係を踏まえた上で全体として

目標に向かっていくために何が必要かについて言及しています。琵琶湖とその流域についてより幅広く知り、ゴール間

のつながりについて考える一助となれば幸いです。 

 

また本書では、各ゴールの評価について、各々を専門分野とする有識者がゴールごとに１名ずつ担当しているという

特徴があります。ＳＤＧｓと同様に、評価にあたって採用する指標は学術的かつ客観的なものですが、それを踏まえて各

ゴールの状態や傾向をどう評価するかは、ある意味で委員の主観に委ねられています。このような方法を採用したの

は、評価の客観性を追求することよりも、そこで提示された独自の評価がきっかけとなって、様々な議論や対話が生ま

れることを重視しているからです。また、委員独自の視点や指標による評価や提案も生まれやすいと考えています。そ

れこそが、「活動の生態系を築く」ＭＬＧｓらしさとも言えるでしょう。 

 

本書は、平成２７年度から令和３年度まで毎年発刊されていた琵琶湖に関するレポート「びわ湖なう」の後継書でも

あります。「びわ湖なう」で目指した、「いま、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らしがどのような状態にあるのか？ 

これまでどのような経緯をたどってきたのか？」を端的に理解するためのレポートとしての視点は引き継ぎながらも、

ＭＬＧｓの新たな理念を加えて、「シン（新・深・真・進など）」を感じられる評価書としてご活用いただければ幸いです。 
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ゴールの評価手法 
本報告書では、ＭＬＧｓに関連する指標のうち、①環境や社会の状態を表す指標（アウトカム指

標） であること、②経年変化が把握できること、③目標との関連が深いこと、という３つの視点

から、琵琶湖と暮らしの健全性を評価する上で「鍵となる指標」の選定を行います。 

評価は、「いまどのような状態にあるのか」および「これまでの傾向はどうか」という２つの観

点から行います。 

基本的に指標値と目標値の比較から、 

以下の４段階で評価します。 

基本的に直近２０年程度 （データがない場合はより

短い期間）の指標値の傾向から、以下の４段階で評

価します。傾向が途中で変化している場合は、より

近年のものを採用します。 1 
清らかさを 
感じる水に 

よい 
関連する全指標で 
目標値を達成している等、 
よい状態にあることを示す 

1 
清らかさを 
感じる水に 

悪くはない 
目標値には達していないが、 
悪くはない状態にあることを 
示す 

1 
清らかさを 
感じる水に 

悪い 
目標値には遠く、 
悪い状態にあることを示す 

1 
清らかさを 
感じる水に 

評価できない 
データが不十分、見方により 
変わる等の理由で 
評価できないことを示す 

改善している 
経年的に改善傾向にある 
ことを示す 

変わらない 
経年的な傾向が明確には 
見られないことを示す 

悪化している 
経年的に悪化傾向にある 
ことを示す 

評価できない 
データが不十分、見方により 
変わる等の理由で 
評価できないことを示す 

評価の見方 

1 
清らかさを 
感じる水に 

傾 向 状 態 

アイコンの色で 

状態を表す 

矢印の向きと色で 

傾向を表す 
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MLGs 学術フォーラム 
学術委員一覧 
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所属　役職　氏名 専門分野

1 清らかさを感じる水に
龍谷大学 先端理工学部　教授

岸本　直之
水質システム工学

2 豊かな魚介類を取り戻そう
国立環境研究所琵琶湖分室　分室長

馬渕　浩司
魚類の系統学、分類学
および分子生態学

3 多様な生き物を守ろう
琵琶湖博物館　主任学芸員

川瀬　成吾
魚類系統分類学、水族保全学

4 水辺も湖底も美しく

琵琶湖環境科学研究センター

専門研究員

井上　栄壮

陸水生物学（底生動物、ユスリ
カ）、動物生態学

5 恵み豊かな水源の森を守ろう
京都大学　准教授

深町　加津枝
造園学・景観生態学

6 森川里湖海のつながりを健全に

琵琶湖環境科学研究センター

専門研究員

水野　敏明

森川里湖海の
つながりの視点からの
魚類の生息環境評価

7
びわ湖のためにも
温室効果ガスの排出を減らそう

琵琶湖環境科学研究センター

総括研究員

金　再奎
環境システム学

8
気候変動や自然災害に強い
暮らしに

滋賀大学 経済学部

環境総合研究センター　教授

田中　勝也

環境経済学、
空間データ解析

9
生業・産業に地域の資源を
活かそう

京都府立大学大学院

生命環境科学研究科　准教授

中村　貴子
農業経営学

10 地元も流域も学びの場に

あさがら野 子どもと自然舎

環境教育インストラクター

池田　勝

自然体験型環境教育、
野外教育

11
びわ湖を楽しみ
愛する人を増やそう

マキノ自然観察倶楽部　代表

谷口　良一
森から琵琶湖までの流域で行う
自然を活かした体験活動

12
水とつながる祈りと暮らしを
次世代に

成安造形大学 芸術学部　教授

加藤　賢治
宗教民俗学、地域実践学

13
つながりあって目標を
達成しよう

滋賀県立大学 環境科学部　准教授

平山　奈央子
湖沼政策科学

担当するゴール



  
 

 
  

総合評価 
ＭＬＧｓで掲げた１３のゴールについて、「状態」と「傾向」の２

つの側面から、それぞれの分野に精通した専門家により評価を

行いました。その結果をまとめたものが次ページの図表です。 

 

状態については、「よい」は８％、「悪くはない」が最も多く６

２％、「悪い」が３１％でした。傾向については、「改善してい

る」、「変わらない」、「悪化している」がそれぞれ３１％、「評価で

きない」が８％でした。総じて見れば、水質や温室効果ガスの排

出など、対策が効果として現れやすいゴールについては、状態

も傾向も比較的評価が高くなっています。一方で、生物多様性

や地域文化など、対策と効果の因果関係が複雑で効果が出る

まで長い時間を要するゴールについては、評価が低い傾向に

あります。 

今回、ゴール８，９の傾向において、評価結果に変更がありま

した。前者については昨今の災害リスクの高まりを受けて、後

者については県外の消費者へのさらなるアピールに対する期

待から、ともに傾向の評価が１ランク低下しました。ゴールを取

り巻く状況の変化を踏まえて、取組も柔軟に変えていくことが

必要です。 

 

一方で、１３のゴールはそれぞれ複雑に絡み合い、影響しあ

う関係にあります。各ゴールの達成に向けた取組がその他のゴ

ール達成に貢献することもあれば、逆に後退させてしまうこと

もあります。例えば、水質がよくなる（ゴール１）と湖水浴など琵

琶湖で楽しむ人が増えます（ゴール１１）が、一方で水がきれい

になりすぎると魚介類の餌資源が減少したり（ゴール２，３）光

環境がよくなって水草が生えやすくなったりする恐れがありま

す（ゴール４）。琵琶湖で楽しむ人が増えれば（ゴール１１）地元

産品の消費促進（ゴール２，９）につながりますが、近隣で散在

ゴミが増加したり（ゴール４）地域の暮らしに影響が出たりする

（ゴール１２）場合もあります。特に近年は気候変動の影響によ

り、アユなどの産卵・生息環境が悪化する（ゴール２，３，６）、ニ

ホンジカの食害（ゴール５）も相まって土砂災害が発生しやすく

なる（ゴール８）、全層循環の未完了や遅れにより琵琶湖内の物

質循環が変化する（ゴール１）、猛暑により屋外の活動が制限さ

れる（ゴール１０，１１）など、多くの影響が顕在化しています。一

方でソーラーパネルが森林や防災上重要な河畔林を伐採して

建設されると、気候変動の対策（ゴール７）が他のゴールに悪影

響を与えることにもなります。これらの複雑な関係に配慮しつ

つ、全てのゴールの達成に近づけていくためには、何を拠りど

ころにして取組を進めればよいのでしょうか。 

ゴール間の直接的な関係だけでなく、その背後にある共通

の要因に思いを巡らせるとヒントが見えてきます。例えば、森

の状態を健全に保つこと（ゴール５）が河川への適度な砂利の

供給（ゴール６）を通じて魚類の生息環境を改善する（ゴール

２）というように、「水や物質の循環」によって対策の効果が

様々に波及していきます。地域の資源を活かした生業があるこ

とで（ゴール９）地域コミュニティや文化的景観が維持され（ゴ

ール１２）、森や農地、湖も健全に保たれ（ゴール１，２，３，５）、

温室効果ガスの排出も抑えられていた（ゴール７）というよう

に、「地域資源の循環」が自然環境と社会を育んできました。と

りわけ暮らしの側面から見ると、こうした「地域資源の循環」の

ために、かつては、地域の人たちが力を合わせなければならな

い場面がいくつもありました。しかし、地域資源を活用した製

品が、海外からもたらされる安価で性能の良いものに置き換

わる（ゴール９）とともに、機械化やＩＴ化など省力化の技術が

発達したことなどもあり、結果として、地域の人が力を合わせ

なければならない場面は減り、水とつながる暮らしを次世代に

つなぐことが難しくなり（ゴール１２）、災害への対応が弱まる

（ゴール８）ことへもつながっていったと考えられます。 

つまり、ゴール全体を良い状態に高めていくためのキーワー

ドは「地域・流域における健全な循環」であるといえます。ゴー

ル同士の関係に着目しすぎると「どちらのゴールを優先する

か」という選択の問題に行き着いてしまいがちですが、双方に

共通する「循環の不健全さ」という根本原因を解決すること

で、どちらのゴールも達成に近づいていきます。環境と経済・

社会活動をつなぐ循環を、地域・流域単位で構築していくこと

が、ゴール全体の調和と改善にもつながります。またそのよう

な地域・流域を各地に増やしていくことが、在来生物の絶滅や

減少のリスクを分散させることなどを通じて、気候変動の適応

策にもつながるのです。 

 

以上のように考えれば、これまで行ってきた各ゴールの対策

や活動について、「地域・流域における健全な循環」という視点

から再評価することが必要です。さらに、１３のゴールのうち特

に「６ 森川里湖海のつながりを健全に」や「９ 生業・産業に地

域の資源を活かそう」については「悪くはない」という状態で妥

協せずに「よい」という評価になるように努力を惜しまないこ

と、そのためにも学び（ゴール１０）や楽しみ（ゴール１１）、関係

者間のつながり（ゴール１３）が広がり深まる機会を創出してく

ことが強く求められます。皆さんも、地元の産品を積極的に選

ぶ、地域活動に参加するなど、できることからはじめてみまし

ょう。 
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オープンデータについて 
「シン・びわ湖なう」で使用された各種指標の元データは、原則として全てオープンデータとして公開します。これ

は、元データを再利用可能な形で公開することで、行政だけでなく、市民や事業者、研究者など多様な主体が、それ

ぞれの視点で今の琵琶湖や流域の状況を把握し、またその評価について発信していけるからです。本書で提示され

た評価結果に疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。個人によって物事に対する見方が異なるのは当然のこと

であり、それを明らかにして話し合うことが、ゴール１３「つながりあって目標を達成しよう」の達成に直結します。そ

のための共通基盤として本書をご活用いただくために、元データを公開しています。 

 

データは「琵琶湖環境科学研究センター」のＷｅｂサイトで公開しています。どなたにも再利用しやすいように、

Microsoft EXCEL 形式（.xlsx）および CSV 形式（.csv）の両方で掲載しています。データは、クリエイティブ・コモ

ンズ・ライセンス（CC-BY 4.0）で公開しており、商用、非商用問わず自由に利用することができます。データを利用

する際は原作者のクレジットと、データの所在リンクを表示するようにしてください。 

 

データ公開ページ URL：https://www.lberi.jp/investigate/motherlake21/opendata 

または QR コードから、もしくは「琵琶湖流域オープンデータ」で検索。 
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水の清らかさに関わる指標のひとつである「透明度」は、長期的には改善傾向にあり

ますが、近年は気候変動の影響等、その年の気温や降雨などの極端な気象条件により

数値の変動が大きくなっています。（図１）一方で有機物指標である「ＣＯＤ」は近年横ば

い傾向が続いています。（図２） 

また、植物プランクトンの生産に関わる全窒素や全りんでは、長期的には改善傾向が

見られます。琵琶湖北湖の全窒素は、令和元年度に観測開始以降初めて環境基準を達

成しています。（図３，５） 

その結果、昭和５２年に大発生した淡水赤潮はその後減少傾向にあり、平成２２年以

降発生数はゼロとなっています。昭和５８年に南湖で初めて発生したアオコは、平成６

年には北湖でも発生するなど琵琶湖全域で見られましたが、平成２２年以降、北湖では

確認されていません。（図４） 

しかしながら、近年、極端な降雨や気温上昇などの気候変動の影響が琵琶湖にも現

れており、引き続きしっかりと琵琶湖の水質の状況を把握していくことが重要です。 

清らかさを感じる水に 

11 

図１ 琵琶湖の水質（透明度） 

評 価 

1 
清らかさを 
感じる水に 

状態：悪くはない 
目標値には達していないが、
悪くはない状態 

傾向：改善している 

経年的に改善傾向にある 

図２ 琵琶湖の水質（COD） 

図３ 琵琶湖の水質（全窒素） 図４ 淡水赤潮・アオコの発生日数・水域数 

図５ 琵琶湖の水質（りん） 図６ 水道水異臭味苦情件数と投入活性炭費用 
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総 評 

琵琶湖の水道水源におけるかび臭 
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ＭＬＧｓのアジェンダにおいて、本Ｇｏａｌには６つのターゲット

が設定されています。すなわち、（１）琵琶湖や河川のよりよい水

質、（２）清らかさの感じられる琵琶湖の水、（３）異臭味のない水

道水、（４）環境と調和した農業の実現、（５）農薬使用量の削減、

（６）赤潮やアオコ等、植物プランクトンの異常発生の抑制、です。

このうち（２）は本Ｇｏａｌの目標そのものであり、その裏打ちとし

て（１）と（６）が位置付けられます。（３）は水利用の観点から見た

本Ｇｏａｌの成果であり、（４）と（５）は目標実現のための手段の一

部と考えることができます。 

まず、目標実現の手段の一部である（４）、（５）について、滋賀

県では化学合成農薬や化学肥料の使用量を低減し、泥水の農地

からの流出を抑制するなど琵琶湖の環境に配慮した環境こだわ

り農業を推進しています。平成１３年度の認証開始時は環境こだ

わり農業栽培面積は３９４ ｈａでしたが令和５年度では１３，２４

８ ｈａと大きく拡大しています。しかしながら、慣行栽培と比較

するとコストや労力が増加するといった課題があり、ここ数年は

栽培面積が微減しています。県内の化学合成農薬出荷量も環境

こだわり農業の普及に合わせて順調に減っていましたが、近年

は横ばい状態となっています。総じて長期的には大きく改善し

ていますが、環境こだわり農業のさらなる普及促進に向けた継

続的な取り組みが必要です。 

水利用に関わるターゲットである（３）について、水道水の異臭

味苦情件数は平成２８年度の１，１７２件と比較すると近年は１０

０件を下回る件数で推移しており大きく減少しています。（図６）

しかしながら、今年もすでに水道原水の着臭が確認されており、

引き続き、環境改善に努める必要があります。 

琵琶湖の水質に関するターゲット（１）、（６）について、流域対

策により琵琶湖への流入負荷は着実に減少しています。従来、

悪化傾向にあったＣＯＤも低下の兆しが見え始め、令和元年度に

琵琶湖北湖において全窒素の環境基準を初めて達成するなど、

着実な改善が見られます。また、淡水赤潮は平成２２年度以降発

生しておらず、アオコも北湖では平成２２年度以降観測されてい

ません。令和５年度には南湖のアオコ発生日数が急増しています

が、一部水域で局所的に小規模なアオコが継続して発生したた

めであり、全体としてアオコが増えているという状況ではありま

せんでした。結果として、透明度も向上しており、「（２）清らかさ

の感じられる琵琶湖の水」は水質という面から見れば概ね達成

されている状況にあると判断できます。 

全体を通してみると、環境基準点などの沖合の水質は清らか

さを感じられるレベルに概ね達していると言って良いでしょう。

一方で、沿岸域では、特に南湖において引き続きアオコの発生

が見られ、水道原水の着臭も起こっており、水質改善に向けた継

続的な努力が必要です。他のＧｏａｌとの関係では、清らかな水は

必ずしも豊かな生態系の実現を意味しているわけではないとい

う点に注意が必要です。清らかさを追求しすぎると、逆に生物多

様性を下げてしまうことにもなりかねません。将来的には清らか

さと豊かな生態系が適度に両立する状態を探っていく必要があ

ると思われます。 

 

学術フォーラム 担当委員：岸本 直之

琵 琶 湖 は 水 道 の 水 源 に 利 用 さ れ て い ま す 。 一 部 の 植 物 プ ラ ン ク ト ン （ Planktothricoides raciborskii 、

Pseudanabaena sp.、Dolichospermum crassum 等）はかび臭の原因物質を産生し、その影響で水道水において

異臭味が発生しています。近年かび臭の発生が顕著となり、浄水場の対策費用が増加しています。 

主なかび臭対策として、原因物質を吸着できる活性炭を使用しています。滋賀県の浄水場では、高性能活性炭の使用や

自動測定装置の導入、かび臭情報の共有、施設整備等の対策が進められています。 

対策と同時に、アオコのパトロールや発生予測の研究、アオコ抑制の研究等も行われています。 

琵琶湖の水は、瀬田川や琵琶湖疏水を通じて下流域へ流れ、京都府や大阪府、兵庫県の水道にも利用されますので、この

ような対策と研究を行うことで、近畿圏の水道水質の維持と、アオコが抑制された健全な琵琶湖を目指しています。 

粉末活性炭を水に

混ぜるために、タ

ンクへ投入してい

るところです。 

Planktothricoides raciborskii 
(従前から用いられていた呼称：Oscillatoria tenuis) 

Pseudanabaena sp. 
(従前から用いられていた呼称：Phormidium tenue) 

Dolichospermum hangangense 
(従前から用いられていた呼称：Anabaena macrospora var. crassa) 

Dolichospermum crassum 
(従前から用いられていた呼称：Anabaena spiroides var. crassa) 
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豊かな魚介類を取り戻そう 評 価 
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豊かな魚介類を 

取り戻そう 

状態：悪い 

目標値には遠く、悪い状態 
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図１ 琵琶湖漁業漁獲量 図２ アユの推定資源量と漁獲量 

図４ ニゴロブナの推定資源量と漁獲量 図３ ホンモロコの推定資源量と漁獲量 

図６ セタシジミの推定資源量と漁獲量 図５ ビワマスの推定資源量と漁獲量、遊漁採捕量 

琵琶湖漁業全体の漁獲量は大きく減少しており、ホンモロコなどに増加の兆しがみ

られるものの、依然、低水準となっています。（図１） 

琵琶湖の主要な漁獲対象種は、その持続的な利用と管理を図るため、水産資源学的

手法により資源量が推定されています。アユの資源量は、平成４年以降、全体的に減少

傾向にあり、平成１７年以降は２，０００トンを下回る年が度々生じています。（図２）ホン

モロコの漁獲量は、平成７年以降に急減し、その後も低水準が続いていますが、資源量

でみると、平成２７年以降増加が顕著で、令和３年には約２００トンまで回復していま

す。（図３）ニゴロブナの資源量は、平成はじめに急減し、平成２３年までは１００トン以下

の低水準で推移しましたが、平成２５年以降は２００トン以上に回復しています。（図４）

ビワマス資源量は、平成１８年以降１００トン前後で推移していましたが、令和元年以降

は１５０トンを超える水準となっています。（図５）セタシジミは、長期的に資源量の減少

傾向が続いており、平成１８年以降２００トンを下回り、近年は１００トン前後で推移して

います。（図６） 

経年的に悪化傾向にある 

傾向：悪化している 
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  在来魚介類のにぎわい復活に向けた研究の総括 
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総 評 

滋賀県では平成２６年度より県の試験研究機関および関連所属が連携しながら、在来魚介類の減少に

対する総合的視点からの改善に向けた研究を実施し、令和５年度に研究成果を総括しました。 

森林の研究では、下草の面積が６０％以上ある場所は、３０％未満しかない場所と比較して、単位面積

あたりの年間土砂流出率が９７％減少することが定量的に明らかとなりました。河川では、アユが２－１６

ｍｍの小中礫、ビワマスが１７－６４ｍｍの中礫の河床を選好して産卵していることを確認しました。湖辺

での研究では、二枚貝の成育にとっては砂地の確保などが重要であることが分かりました。これらの研

究成果より、森林管理を促進することは、泥分の流出が抑制されて在来魚介類の生息環境の改善にもつ

ながると考えられます。 

地域住民等との協働による「小さな自然再生」の活動によって、これ

までに確認されていなかった場所でもビワマスの産卵がみられ、湖辺

の実験フィールドでは二枚貝稚貝の増加の兆しがみられるなどの成果

もありました。 

このように、森－川－里－湖のつながりの視点から在来魚介類の生

息や産卵に適した環境の創生や取組を地域住民や事業者、行政、研究

者など多様な主体が協働して進めることで、在来魚介類の再生が図れ

ることも明らかとなりました。 

本ゴールの評価は、状態・傾向ともに昨年と同じです。昨年はア

ユやニゴロブナの産卵環境の不安定性が明るみになり、注意を促

すためにゴールの「傾向」を「悪化している」としました。今年も状

況は改善されていません。上記コラムで紹介されている滋賀県に

よる研究成果を踏まえて、あらためて産卵環境の重要さを認識

し、より積極的に産卵環境の回復・安定化を進めることが必要だと

考えます。 

 

本年の２月には、滋賀県水産試験場等による論文発表により、

ホンモロコは生まれた場所に戻って産卵する性質（産卵回帰性）が

強いことが、報道を経て一般にも知られるようになりました。フナ

類も同様の性質を持つらしいことが、我々、国立環境研究所・琵琶

湖分室の研究で判明してきており、また、ビワマスも生まれた川と

近い地域の川で産卵する傾向のあることがすでに知られていま

す。このような「産卵回帰性」を考慮すると、琵琶湖全体として安

定的に資源を回復させるためには、各地域それぞれで、魚種ごと

に産卵場所を回復・保全することが必要です。 

 

ニゴロブナの産卵場所の回復策として、琵琶湖から遡上できる

水田を復活させる「魚のゆりかご水田」の取組は有望な施策です

が、その取組面積は平成２２年以降は伸び悩み、令和４年の面積は

前年の約２／３にまで減少し、令和５年もあまり回復していません

（Ｇｏａｌ ６参照）。近年のこの減少は、交付金が支給される麦・大豆

等への転作が取組水田で行われたことが原因ですが、遡上範囲の

水田ではできるだけ水稲を作ってもらう積極的な施策を検討すべ

きではないでしょうか。我々の研究室では、そのための基礎データ

の収集・公開と具体的な施策案の検討を始めました。 

 

まず基礎データとして、ニゴロブナの遡上範囲の目安を、水田排

水路における産着卵の分布調査により「琵琶湖から約２．５ｋｍ・標

高約８８ｍ（湖水面からの比高約４ｍ）までの範囲」と見積もり、本

年３月に論文発表しました。この範囲内にある水田では、排水路へ

の魚道設置により水田への遡上・産卵が復活する見込みが高く、収

穫米がブランド認証される可能性が高いと期待できます。したがっ

て、この範囲内の水田農家の方へは自信を持って取組を勧誘でき

ます。 

 

次に、この遡上範囲の目安に基づいて、転作に関する施策案の

叩き台を検討しました。まず、衛星画像解析により、近年の水稲作

付率は遡上範囲の内と外とではほぼ差がない（７９％と８１％）こと

を確認しました（木更津高専との共同研究）。この結果は、転作が遡

上範囲を考慮せず行われている現状から当然ですが、「ゆりかご水

田」を推進する上では、遡上範囲内の水稲作付け率は１００％にな

るのが理想です。 

 

麦・大豆への転作には「水田活用の直接支払交付金」が支給され

ますが、遡上範囲内で転作する場合は、この麦・大豆より多くの交

付金が支給されている「飼料用米」への転作を奨励するのはいかが

でしょうか。この飼料用米は県内の肉牛の飼料とし、育った肉牛は

「特別な近江牛」としてブランド認証して付加価値を高めれば、農家

への経済的な利益還元も期待できそうです。 

 

  学術フォーラム 担当委員：馬渕 浩司 

総括レポートはこちら 

「小さな自然再生」の活動（仮設魚道の設置） 



 
  

滋賀県に生息・生育する野生動植物が直面する状況を的確に把握するため、平成９

年から継続して「生きもの総合調査」を行っており、その結果を滋賀県レッドデータブッ

クとして概ね５年毎に更新・公表しています。このことを通し、様々な野生動植物への

関心を持っていただくとともに、多くの野生動植物が生息・生育の危機に瀕している状

況への理解を深めていただきたいと考えています。例えば、在来魚類については、河川

改修や圃場整備等の開発の影響、オオクチバスやブルーギル等の外来魚の影響、他地

域から持ち込まれた個体との交雑の影響など、依然として様々な要因による危機に瀕

しています。 

大増殖したオオクチバスやブルーギルなどの外来魚は、駆除やリリース禁止などの

取組で生息量を着実に減少させてきています。 

琵琶湖とその周辺に広がるヨシ群落は、湖国らしい個性豊かな郷土の原風景であ

り、生態系の保全にも役立っています。しかし、昭和３０年代に約２６０ｈａあったヨシ群

落は、干拓、埋立て等により、平成３年度には約１７３ｈａにまで減少しました。近年で

は、積極的に維持管理や植栽による造成を行ってきた結果などにより、ヨシ群落の面

積は、平成３０年度に約２６２ｈａにまで回復しました。しかしヨシ群落内でのヤナギの大

木化など新たな課題もあります。 

多様な生き物を守ろう 
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評 価 

3 
多様な生き物を 

守ろう 

状態：悪い 

目標値には遠く、悪い状態 
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ブルーギル

オオクチバス

• 龍谷の森（大津市 38ha） 

• 叶匠寿庵 寿長生の郷（大津市 17ha) 

• 奥びわ湖・山門水源の森（長浜市 63ha） 

• パナソニック草津工場「共存の森」（草津市 1.3ha） 

• みなくち子どもの森（甲賀市 25ha） 

• 太陽生命くつきの森林（高島市 21ha） 

• 積水樹脂物流センター 生物多様性保全エリア（東近江市 2.3ha） 

• サカタの森（米原市 0.7ha） 

• サントリー天然水の森 近江（日野町 175ha） 

• 積水樹脂滋賀工場 生物多様性保全エリア（竜王町 2.6ha） 

計 345.9ha 

自然共生サイト 2023 年度滋賀県内認定場所（10 件） 
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滋賀県は、日本一大きく歴史ある湖・琵琶湖を中心として、水

辺、里山、森林など様々な生態系を有しています。豊かで独自性の

高い滋賀県の生物多様性は、日本はもちろん、世界的に見ても価

値の高いものです。しかし、人為的活動によって、生物多様性が大

きく失われているのも事実で、現状は楽観できるものではありま

せん。このような中、滋賀県でも世界的な生物多様性保全の流れ

を受けて、上記の滋賀県版の生物多様性戦略を作成し、様々な取

組が進行しています。 

保護区域以外の人の生活に近い場所（民有地）の生物多様性に

ついては、里山や水田など、古くからその重要性が訴えられてきま

した。近年ようやく、このような場所の保全についても、制度的に

整えられてきました。その一つが自然共生サイト（国際的にはＯＥＣ

Ｍ）です。自然共生サイトは、民間の取組等によって生物多様性の

保全が図られている地域に対して国が認定する制度で、国際デー

タベースにも登録されます。滋賀県では２０２３年度末時点で、１０

件の認定を受け、全国的に見て多い数値となっています。企業を

中心に、自然共生サイトへの登録が増えていることは、滋賀県の生

物多様性保全を考える上で、大変心強い要素と言えます。認定企

業がさらに増えることはもちろんですが、企業以外の自治体、個人

や任意団体などにも広がることが望まれます。 

滋賀県では、滋賀県版レッドリスト・データブックへの掲載種の

中から特に保全を図る必要のある種を、ふるさと滋賀の野生動植

物との共生に関する条例に基づいて指定希少野生動植物種に指

定しています。これまでに３５種が指定され、捕獲等が禁止されて

きました。これまでは単に指定されるだけでしたが、一歩進んで、

「保護増殖事業」認定が始まりました。条例指定種のうち、イチモ

ンジタナゴとハリヨの２種について保護増殖指針が策定され、そ

の指針に適合した保護増殖事業を行っている団体が認定される

ものです。２０２４年度に、イチモンジタナゴについては市民団体

であるボテジャコトラスト、ハリヨについては旭化成株式会社守山

製造所と金森自治会が、初めて認定されました。本事業について

も、さらなる広がりと今後の展開に期待したいと思います。 

滋賀県では、これまでも外来生物対策を行い、多くの成果を上

げています。一例として、オオクチバス、ブルーギルの減少に伴っ

て、ホンモロコ、ゼゼラなどの在来種が増加傾向にあることは、前

年度にも記載した通りです。一方で、新たな外来生物の脅威が増

していることも事実です。チャネルキャットフィッシュ、スクミリン

ゴガイ、コウガイセキショウモなどは、県内で近年増加傾向にあり

ます。また、観賞魚メダカの発見例が急増していることも懸念さ

れます。これまでの外来生物防除の継続と、行政だけではできる

ことにも限界があるので、防除の理解とその輪をさらに広げるこ

とが求められます。ペット由来の外来生物対策も力を入れる必要

がありそうです。 

以上のように、取組が増えていることは、生物多様性保全の実

現に向けた明るい話題と言えます。一方で、いまだ生物多様性の

取組は、一部の人や組織に限定されています。豊かな滋賀の生物

多様性を取り戻すために、全県を上げて「ネイチャーポジティブ」

を実現させてほしいと思います。 

 

学術フォーラム 担当委員：川瀬 成吾 

生物多様性は、わたしたち人間を含む全ての生きものの生存の基盤を形成しています。生物多様性を守り、暮らしの知

恵や文化を継承しながら、自然の恵みを持続可能な形で活用していくことは、自然と人が、互いに生かし生かされ、ともに

生きていくという共生の実現につながるものです。また、地域づくりの源となる地域資源や事業活動に不可欠な自然資本

を守り育てることにもつながります。 

社会・経済活動の基盤となる生物多様性を守り、未来

に引き継いでいくため、滋賀県の生物多様性の保全と持

続可能な利用に関する 2030 年までの基本計画として、

令和６年３月に「生物多様性しが戦略 2024」を策定しま

した。 

保全・活用・行動の３つの方針の下、質と量の両面から

取組を進めることとしており、象徴的な保全目標の一つ

として、2030 年までに、法令による保護地域と民間等

の取組による保全地域（OECM）を合わせて、5,000ha

増やすことを目指しています。（167,616ha：県土の

41.6％→172,616ha：42.9％） 

生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる「ネイチャ

ーポジティブ（自然再興）」の実現に向けて、地域団体や企

業、県民の皆様を含む多様な主体と連携しながら、みんな

で取組を進めます。 

「生物多様性しが戦略 2024～自然・人・社会の三方よし～」の策定 



 
  

水草帯は琵琶湖の生態系を形づくる重要な構成要素の一つです。平成６年の大渇水

以降、特に南湖では水草が著しく増加し、湖底の泥化の進行、溶存酸素濃度（ＤＯ）の低

下、漁業や船舶航行の障害、腐敗に伴う悪臭の発生など、自然環境や生活環境に悪影

響が生じました。水草の量は平成２６～２７年頃に最大となり、その後は大きく減少し

ています。一方で、底生糸状藍藻のリングビアが増加しており、生態系への影響や今後

の推移に注視する必要があります。 

琵琶湖では毎年１１月に北湖１地点、南湖１地点における底質の調査を実施していま

す。調査項目のうち「強熱減量」は、底質中の有機物量の指標の一つであり、泥質の状

態を表す一つの目安にもなります。近年は北湖、南湖ともに増加傾向が見られます。 

県民総参加による環境美化運動などにより、ポイ捨てごみの量は減少傾向にありま

す。一方で、プラスチックごみ問題が世界的に注目されています。令和元年度に赤野井

湾で実施した湖底ごみ調査の結果、プラスチックごみは体積比で７４．５％を占め、袋

類、農業系プラスチックごみが多く見られました。 

水辺も湖底も美しく 評 価 

4 
水辺も湖底も 

美しく 

状態：悪くはない 

目標値には達していないが、
悪くはない状態 

経年的に改善傾向にある 

17 

南湖の水草群落面積の推移 

琵琶湖底質の強熱減量（北湖・南湖の各１地点） 砂地造成の累積面積 

傾向：改善している 

1997（H9）年 2002（H14）年 2007（H19）年 2013（H25）年 2019（H31/R1）年 

83

0

20

40

60

80

100

H19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

（ha）

13.6

11.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

H7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R
元

2 3 4 5

（%）

南 湖

北 湖



 
  

総 評 

琵琶湖環境研究推進機構のプラスチックごみ研究の実施 
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本県では、琵琶湖および環境に係る課題を解明し、持続可能な滋賀社会を構築するため、行政部局および試験研究機関

が相互に連携する「琵琶湖環境研究推進機構」を組織しています。 

令和５年度から令和７年度の期間で実施している第４期研究では、連携研究として「琵琶湖流域におけるプラスチックご

みの実態把握と科学的知見に基づく総合的な情報発信に関する研究」に取り組んでおり、この一環として琵琶湖環境科学

研究センターでは、「陸域・河川におけるプラスチック量の把握とモデル解析」、「湖内におけるプラスチック量の把握」、「プ

ラスチックごみに対する意識変容を促す科学的情報発信のあり方調査」の３つのテーマをもとに研究に取り組んでいま

す。 

琵琶湖内のプラスチックごみの大半は、滋賀県内でポイ捨てや意図せず

流出したものが河川を通じて流れ着いたものであると見込まれます。この

研究をすすめることで、プラスチックごみの発生抑制に向けた効果的な対

策等につなげていきたいと考えています。 

南湖の水草は、２０２２年の現存量は目標とする１９３０年代（昭

和５～１４年頃）の約１／２まで減少しましたが、２０２３年には目標

の２倍以上まで増加したと考えられます。特に２０１０年代以降、水

草の繁茂状況は年変動が大きいことから、増加が続くかどうか、

今後の動向に注視する必要があります。また、種構成は近年イバ

ラモやオオトリゲモが増加した一方、マツモが減少するなどの変

化がありました。草丈の長いクロモ、コカナダモなどが増えると、

湖水の流れが停滞しやすくなり、湖底のＤＯ低下や底生動物の減

少につながります。 

 

近年の水草の減少とともに、南湖周辺では「びわこ虫」と呼ばれ

るユスリカ、特に１１～１２月のアカムシユスリカ成虫の発生が目立

つようになりました。人に直接的な害はありませんが、見た目を不

快に感じる、洗濯物や食品などに付着する、溜まった死骸の清掃

に手間がかかるなど、迷惑がられる昆虫です。一方、幼虫は湖底

の有機物を食べて水質浄化に一役買っています。また、幼虫は魚

などの餌に、成虫は鳥などの餌になって、琵琶湖の生態系を支え

ています。近年の「びわこ虫」増加は、１９９０年代以前のような水

質の富栄養化ではなく、水草減少による湖底環境の改善などが理

由と考えられます。水草が少なかった２０２２年には大津市南部な

どで大きな話題になりましたが、水草が増えた２０２３年は「びわ

こ虫」が減少し、筆者への問い合わせも１件もありませんでした。 

 

底質中の有機物は、分解される際に酸素を消費するため、湖底

のＤＯ低下につながります。また、有機物の増加は、砂地への泥質

の堆積につながると考えられます。有機物量の指標となる強熱減

量は、長期的には増加傾向にあり留意が必要です。砂地造成面積

は着実に増えていますが、シジミ類などの底生動物の生息環境の

観点からは、湖水の流れが停滞しやすい場所では湖底耕耘などに

より泥質の堆積を抑制することも必要です。 

 

ごみについては、排出量の削減や環境美化運動は着実に進んで

いますが、琵琶湖へのごみ流出や堆積の実態は、ごく限られた知

見しかありません。滋賀県で２０２３年度から開始されたプラスチ

ックごみ研究では、陸域や河川からの流出量や、湖水中の現存量

の調査などが進められており、その一端が明らかになりつつあり

ます。今後、さらに実態把握が進むことを期待しています。ごみの

流出は、意図的なポイ捨て防止はもちろんのこと、屋外に置かれた

物などの非意図的な流出を防ぐため、私たち一人一人が常に意識

することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

学術フォーラム 担当委員：井上 栄壮

アカムシユスリカ雄成虫（左）、雌成虫（中央）、幼虫（右） 

プラスチックごみ調査 
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滋賀県の森林は、ニホンジカの食害により下層植生が衰退するなど、生物多様性へ

の影響や土砂の流出などが懸念される状況にあります。（図１）針広混交林化や再造林

を進めるうえでも障壁となります。林業被害面積は減少傾向にありますが、ニホンジカ

の生息密度指標の上昇を抑えきれておらず、引き続き、捕獲と合わせ、食害防護柵等

の被害防除が求められます。 

除間伐を必要とする人工林に対する整備割合（図３）は、森林の境界明確化等に多く

の時間と労力を要し、目標を達成していませんが、県産材の素材生産量は、木材流通セ

ンターを核とした木材流通体制の構築の結果、平成２０年以降は増加傾向となってい

ます。（図４）県産材を活用することは、森林資源の循環を活発にし、健全な森林整備に

つながります。森林づくりに関する講座等への参加者数は順調に増加しており、森林づ

くりに関心を持ち、積極的に関わる人材の養成が進んできています。（図２）こうした取

組をさらに進め、豊かな森林の生態系を保全しつつ、多様な森の恵みを活用していく

必要があります。 

恵み豊かな水源の森を守ろう 
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評 価 

5 
恵み豊かな 

水源の森を守ろう 

状態：悪い 

目標値には遠く、悪い状態 

図１ ニホンジカによる森林被害面積とニホンジカの捕獲頭数の推移 図２ 森林づくりに関する講座等への参加者数（累計） 

図３ 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合 図４ 県産材の素材生産量 
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総 評 

自然共生サイト登録からみる森の生物多様性について 
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滋賀県内の森林では、ニホンジカによる被害により下層植生

が衰退し、後継樹や実生が極めて少なくなるなど、森林の健全

性や生物多様性の保全上での課題があります。令和５年度のニ

ホンジカによる森林被害面積を見ると、前年に比べ大きく減少

しており、ピーク時である平成２４年度に比べると１０分の１未満

になりました。こうした変化は、ニホンジカの捕獲頭数に関係し

ており、計画に基づく個体数管理や被害防除の実施など継続的

な対策などによるものと考えられます。こうした森林の状態の

改善が見られますが、伊吹山山頂部の固有種を含む草原植物群

落などでは、ニホンジカによる森林被害、大雨による土砂災害対

策が喫緊の課題となるなど、さらなる被害防除や生態系回復事

業が求められています。 

森林の約４４％を占める人工林では、令和５年度の除間伐を

必要とする整備割合が６４％であり、目標を達成していない状況

が続いています。一方、県産材の素材生産量（スギ、ヒノキ、広葉

樹、マツ）、木質バイオマス地域循環プロジェクトのエネルギーと

して利用される木質バイオマスの量は微増しています。林業就業

者数の確保、あらゆる用途への県産材の活用などによって、持

続的な林業をさらに推進していく必要があります。また、森林づ

くりに関する講座等への参加者数を見るとその数は増加傾向に

あり、地域が一体となった取組が今後さらに重要になります。 

昨年度には滋賀県内で１０件の自然共生サイトが登録され、生

物多様性の保全の場としての森林の役割、意義が広く認識され

るようになりました。滋賀県の森林は県土面積の約５０％を占

め、すべての森林が水源の森として位置付けられます。森・川・

里・湖のつながり、そして森林と人とのつながりを深めること

が、地域固有の豊かな生態系と森林文化の継承や創造に大きく

貢献します。トチノキ巨木林やブナ林など豊かな生態系を形成す

る天然林の保全とともに、里山のアカマツ林、コナラ林などの適

切な利用と管理、都市の森林の再生や創造など、地域に応じた

森林のあり方を議論する必要があります。その上で、自然共生サ

イトの登録や「山を活かす巨樹・巨木の森保全事業」などを推進

し、集落や市民組織、企業、教育機関など多様な主体の参加、連

携の輪を広げていくことが期待されます。 

 

学術フォーラム 担当委員：深町 加津枝

生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイ

チャーポジティブ」の実現に向け、民間の取組

等によって生物多様性の保全が図られている

区域を自然共生サイトとして認定する制度が、

２０２３年から始まりました。滋賀県内でも認定

が進み、２０２３年で１０件の登録がされ、その

中には水源機能の維持・向上を目指しつつ生物

多様性に配慮した取組が行われています。 

その１か所である奥びわ湖・山門水源の森

は、元々は薪炭林として利用された二次林であ

り、山林の中には湿原もあるので多くの生物が

生息し、これまでの調査では哺乳類１３種、鳥類

６１種、は虫類６種、両生類８種、魚類１種、昆虫

類２７０種、クモ類２１３種、植物４６３種の計１，

０３５種が確認されています。これらを支える活

動として、希少種を含む動植物の保全、来訪者

への生物多様性保全のガイドや定期的なモニタ

リングが実施されています。こういった活動

は、生物多様性の向上だけでなく、林床整備や

シカの食害による下層植生の衰退防止のため

の防獣ネットの設置といった森林保全の活動と

合わせることで、森林の水源涵
かん

養機能の向上に

も繋がることが期待されます。 

奥びわ湖・山門水源の森 区域全体図・写真 

ガイドの様子 ミツガシワの群生 



 
  

水田と周辺環境の連続性（生きものの移動経路）や生きものの生息空間を確保する

ための取組として、「魚のゆりかご水田」など豊かな生きものを育む水田づくりが進め

られています。「魚のゆりかご水田」取組面積は、平成２１年まで直線的に増加していま

したが、その後は緩やかな増加傾向となっています。 

生活史の中で川と琵琶湖を行き来するアユやビワマスのような魚にとって、河道内

の落差は遡上の障壁となります。これを改善するために、地域住民らが多様な主体と

連携し身近な環境を再生する「小さな自然再生」が注目されており、滋賀県でもその取

組が徐々に広がりつつあります。天野川（米原市）や家棟川（野洲市）、愛知川（東近江

市）ではビワマスの魚道が住民らによって整備、あるいは設置されており、また周辺に

自然な瀬淵を形成する「バーブ工」（河岸から上流側に向けて設置する水制）を設置す

る事例も広がっています。 

森川里湖海のつながりを健全に 評 価 

6 
豊かな魚介類を 

取り戻そう 

状態：悪くはない 

目標値には達していないが、
悪くはない状態 

傾向：改善している 

経年的に改善傾向にある 
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魚のゆりかご水田取組面積および魚のゆりかご水田米認証面積 

県内水辺の小さな自然再生事例（実施終了・検討中含む） 

新大宮川におけるアユ等魚道復活

愛知川における
アーマーコート破壊・バーブ工設置

家棟川におけるビワマス産卵床・
魚道・バーブ工設置

野洲川南流跡（大川）における
河口部の掘削

渋川におけるビワマス魚道設置

天野川におけるビワマス魚道設置

喜撰川におけるアユ等魚道設置

高時川におけるバーブ工設置
大浦川におけるビワマス魚道・
バーブ工設置

平湖におけるフナ等魚道設置

高橋川におけるビワマス魚道設置

吉川におけるホタルの
自生環境づくり
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 気候変動による水温上昇と水位低下 

総 評 

２０２３年は、アユの産卵期に猛暑や渇水が影響するという出

来事がおきました。気候変動の影響が顕在化してきたため、私た

ちは森―川―里―湖のつながりを良く学び、大きなつながりを意

識して適応策を講じる必要が生じています。 

伊吹山の登山道付近では、植生がシカの食害で失われ、集中豪

雨により土砂流出が発生しました。雨が短時間に多量に降った場

合、山の地表の植生（草）は表土の流出を抑制します。しかし、シ

カに食べつくされて植生を失い裸地化した場所では、土砂崩壊

が発生しやすくなります。 

山や森や河畔林を手入れしつつ、シカを防除することで、山や

森の下草を豊かにして、雨水をできるだけ山や森や河畔林の大

地に浸透させて、流域の地下水・伏流水を豊かにすることが必要

な時になっていると思います。 

琵琶湖流域では、山や森や河畔林で浸透した水は、扇状地の扇

端部や沿岸域デルタ地帯で、夏でも１６－１９℃前後の清冽な湧

水となってゆっくり出てきます。気温が高ければ高いほど、こうし

た湧水は生きもの達の避難場のクーラーとして大変役立ちます。 

私たちは、気候変動に適応するためにも、地下水・伏流水など

の自然の水の冷やす力（エネルギー）を考慮して、山や森や河畔林

の浸透や地下水脈も考えつつ、水循環を工夫する必要があると

思います。 

水循環環境を改善するのと

同時に、アユやビワマスが、琵

琶湖と川を回遊できるように

「小さな自然再生」をすること

も重要です。例えば、家棟川

や愛知川ではビワマスが遡上

できるように魚道ができて、

ビワマスの保全に貢献しまし

た（写真１，２）。実は、この魚

道は地域の人たちを中心とす

る多様な主体が、ビワマスが

増えることを願って作ったも

のです。 

気候変動が森―川―里―

湖のつながりに及ぼす影響は

大きいですが、私たちは山や

森や河畔林の手入れをして水

循環を調整しつつ、身近な「小

さな自然再生」を推進すれ

ば、気候変動に適応すること

もできると考えています。 

２０２３年は、気候変動の温暖化の影響が森―川―里―湖のつながりに大きな影響を及ぼした年であると推定されま

す。気象庁によると、彦根の２０２３年９月の平均気温は２６．６℃で、９月の平均気温として「彦根」の統計史上の歴代最高

温度となりました。 

琵琶湖の表層の温度は年々上昇気味で、例えば愛知川沖では、２０２０年代は１

９９０年代よりも１．５℃以上高い傾向にあります（図１参照）。２０２３年も２８．

８℃と高い水温でした。 

琵琶湖の流入河川の温度も気温の影響を大きく受けました。国立環境研究所

琵琶湖分室の２０２３年の水温観測データに基づくと、例えば愛知川のアユの産

卵区間で、アユの産卵開始の好適水温２３℃未満になったのは、１０月に入ってか

らでした（図２参照）。アユの産卵好適水温２０℃ぐらいになったのは１０月の２週

目からです。ところが、さらに悪いことに、ちょうどこの時期から琵琶湖の水位低

下が顕著になるなど、流域全域が渇水の様相を呈してきました（図３参照）。 

琵琶湖のアユの産卵には、（ａ）８月

下旬から９月の上旬２３℃未満にな

るころに産卵開始して、（ｂ）９月の中

旬から下旬の２０℃ぐらいに産卵ピ

ークがあり、（ｃ）１０日くらいで孵化し

た仔稚魚は川の水に乗って琵琶湖に

降下する、という（ａ）（ｂ）（ｃ）が通例

のパターンです。２０２３年の９月の

気温上昇や１０月の渇水様の状態は、

アユの（ａ）（ｂ）（ｃ）の産卵行動のタイ

ミングを大きく阻害してしまったも

のと考えられます。 

学術フォーラム 担当委員：水野 敏明 
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写真２ 魚道を遡上したビワマス親魚 
（愛知川支川渋川） 

写真１ ビワマス魚道の小さな 
自然再生の様子 

（愛知川支川渋川） 

図２ 国立環境研究所琵琶湖分室による 
2023 年 9-10 月の愛知川水温調査結果 

図３ 2023 年 9-10 月の琵琶湖の水位変動 
（滋賀県土木防災情報システム統計から抜粋） 

図 1 各年代別の愛知川沖の 9 月上旬の琵琶湖表層水温 
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気候変動による影響は本県でも表れています。琵琶湖の水温は上昇傾向にありま

す。（図２）また、年平均気温の上昇にともない、水稲では白未熟粒や胴割粒など外観品

質の低下、自然生態系では県内ではあまり見られなかった南方系の蝶であるツマグロ

ヒョウモンの増加が見られます。例年冬に琵琶湖北湖で見られる全層循環が、平成３０

年度および令和元年度の２年連続で完了しませんでした。 

県域の温室効果ガス排出量は、平成２４年度以降は減少しています。（図４）内訳をみ

ると、産業・運輸部門では、設備や運用の効率化、ＣＯ２排出量の少ない燃料への転換、

車の燃費性能向上等により減少している一方で、家庭・業務部門では、高効率な家電や

業務用機器の普及等は徐々に進んでいるものの、世帯数の増加、業務床面積の増加等

により排出量が高止まりの傾向にあります。 

再生可能エネルギーの導入量は、非住宅の太陽光を中心に増加していますが、令和

１２年に県内の温室効果ガス排出量を▲５０％（平成２５年比）にする目標達成のために

は、再生可能エネルギーのより積極的な導入等、更なる温室効果ガスの削減活動が必

要です。（図５）また、ＣＯ２ネットゼロ社会づくりへの県民の認知度は高くないのが課題

です。 

県では、２０５０年までのＣＯ₂ネットゼロ社会の実現を目指し、県民、事業者等様々な

主体と連携して取り組む「しがＣＯ₂ネットゼロムーブメント」（図１）を推進しており、地

域や企業、団体等の参画を促し、県民の主体的な行動に繋げていきます。 

びわ湖のためにも 
温室効果ガスの排出を減らそう 
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7 
びわ湖のためにも 
温室効果ガスの 
排出を減らそう 

状態：悪くはない 
目標値には達していないが、
悪くはない状態 

傾向：改善している 

経年的に改善傾向にある 

図２ 琵琶湖の表層水温 図３ 今津沖中央における底層 DO 年度最低値の経年変化 

図５ 再生可能エネルギー導入量 図４ 県域からの温室効果ガス排出量および削減目標 

図１ しが CO₂ネットゼロムーブメント賛同
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しがＣＯ２ネットゼロムーブメントに賛同する県民や事業者が増

えつつあります。再生可能エネルギーの導入においての課題でも

あった、周辺環境への配慮や地域との共生を図るために、「地球温

暖化対策推進法に基づく「促進区域」に係る環境配慮基準」も策定

されました。今後は各市町が、住民や事業者等が参加する協議会

を活用し、再エネ事業に関する促進区域や、再エネ事業に求める、

地域の環境保全のための取組、地域の経済の発展に資する取組を

自らの計画に位置付け、着実に実行していくことが求められます。

県域からの温室効果ガス排出量をみると、経年的に改善傾向を示

しています。その点においては、ネットゼロ社会の実現に向けた着

実な進捗といえます。 

しかし、家庭部門からの排出量は減少傾向ではあるものの、依

然として高く、県民のムーブメント賛同から行動変容への結びつき

が弱いと思われます。再エネの導入量についても、導入目標量（２

０３０年１７６．６万ｋＷ）との乖離が大きく、さらなる導入拡大が急

がれます。 

 

【ＣＯ２ネットゼロとネイチャーポジティブの同時達成に向けて】 

豊かな生物多様性に支えられた自然資本は、人間の生存に欠か

せない様々なサービスを提供します。近年、その自然資本が継続

的に劣化していると報告されています。人間の社会経済活動は自

然に影響を与えつつも、自然資本に強く依存している（世界経済フ

ォーラム２０２０の試算では世界の総ＧＤＰの約半分）ため、自然資

本の劣化は社会経済の持続可能性に対する重大なリスクです。し

たがって、社会経済活動を持続可能とするためには、ネイチャーポ

ジティブ経済（自然資本の保全の概念を取り込んだ経済）への移行

が必要であり、気候変動対策とともに持続可能な社会への変革に

必要なものとして、既に世界の企業や国が大きく動き出していま

す（環境省ほか、ネイチャーポジティブ経済移行戦略、２０２４）。 

生物多様性の損失とそれにともなう生態系サービスの劣化は、

主に自然資源の直接的な利用、土地利用改変、気候変動といった

直接要因によって引き起こされますが、その背後にある人間の価

値観・行動、それに基づく社会経済活動といった間接要因にまで踏

み込み、社会変革を図る必要性が、ＩＰＢＥＳ※１の「生物多様性と生

態系サービスに関する地球規模評価報告書」で指摘されています。

気候変動との関係では、特に２０２１年６月のＩＰＢＥＳ－ＩＰＣＣ※２合

同ワークショップ報告書において、気候変動が生物多様性の損失

とそれにともなう生態系サービス劣化の主要な要因であると同時

に、気候変動対策が生物多様性に影響するといったトレードオフ関

係や、生態系が有する気候変動緩和機能の維持・向上がＣＯ２ネット

ゼロ実現に貢献するといったシナジーの関係も強調されました。 

このように複雑な関係にある社会課題に同時に対処する際に

は、社会経済の変化や政策介入による生態系サービスおよびＣＯ２

排出の変化を、統合的な観点で分析・評価し、シナジーの最大化と

トレードオフの最小化を図る必要があります。 

その具体的な方法の一つとして、将来の人口構成や社会経済の

動向、住民の暮らし方や働き方、自然との付き合い方、技術の進

展・普及などが地域のエネルギー消費やＣＯ２の排出に及ぼす影響

を評価できる数理モデルに、これまでに蓄積されてきた生物多様

性の損失評価や生態系サービスの将来予測等に関する研究成果

を接続し、生物多様性、気候変動および他の社会経済的要因を統

合的に扱うことで、社会経済活動と生物多様性・生態系サービス・

ＣＯ２排出の相互影響を定量的に分析・評価することが考えられま

す。その結果を踏まえながら、科学的に検証可能なシナリオ分析に

基づいて、ネットゼロとネイチャーポジティブの同時達成に向けた

社会変革や行動変容の指針を見出すことが有効と考えられます。 

 

※１ ＩＰＢＥＳ：生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学‐政策プラットフォーム 

※２ ＩＰＣＣ：気候変動に関する政府間パネル 

 

学術フォーラム 担当委員：金 再奎

滋賀県では、ＣＯ₂ネットゼロに向けた取組を通じ、地域や産業の持続的な発展をも実現する「ＣＯ₂ネットゼロ社会づくり」を

推進し、より豊かな滋賀を次の世代に引き継いでいく、滋賀県ＣＯ₂ネットゼロ社会づくり推進計画を令和４年３月に策定したと

ころです。 

推進計画においては、地球温暖化対策の

推進に関する法律（以下、「地球温暖化対策

推進法」という。）に基づき、市町が定める

地域脱炭素化促進事業の対象となる区域

（以下、「促進区域」という。）の設定に関す

る基準（以下、「環境配慮基準」という。）を、

地域の自然的社会的条件に応じた環境の

保全に配慮して定めることとしています。 

令和６年３月、右のとおり環境配慮基準

を定めました。２０５０年までのＣＯ₂ネット

ゼロ社会の実現には、地域の脱炭素化の取

組が欠かせません。環境に適正に配慮し、

地域に貢献する、地域共生型の再生可能エ

ネルギー事業を推進する取組を今後も進

めていきます。 

環境配慮基準【概要】（抜粋）

基本的な考え方：安全・安心 生物多様性 景観・眺望 地域との調和
対象施設：太陽光発電

環境配慮事項

１ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関す
る事項

水の濁りによる影響

土地の安定性への影響

2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
に関する事項

植物の重要な種及び重要な群落への影響

動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

地域を特徴づける生態系への影響

３ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

4 その他滋賀県が必要と判断するもの その他滋賀県が必要と判断するもの

環境配慮事項

１ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関す
る事項

騒音による生活環境への影響

水の濁りによる影響

土地の安定性への影響

主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

２ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
に関する事項

植物の重要な種及び重要な群落への影響

動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響

地域を特徴づける生態系への影響

３ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響

主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響

4 その他滋賀県が必要と判断するもの その他滋賀県が必要と判断するもの

１ 基本事項

２ 促進区域に含めない区域

３ 促進区域の設定にあたって考慮すべき環境配慮事項



  
  

8 
気候変動や自然災害に 

強い暮らしに 

評 価 

25 

気候変動や自然災害に強い暮らしに 

状態：悪くはない 
目標値には達していないが、
悪くはない状態 

気候変動に伴い、台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨などによる水災害が全国で頻発し

ています。近年、滋賀県では大きな人的被害は免れていますが、一歩間違えば大きな

災害につながる事象が度々発生しており、被害面積も増加する傾向にあります（図１参

照）。例えば、２０２２年８月に長浜市の高時川で警戒レベル５相当の「氾濫発生情報」が

発令されたことや、２０２４年７月下旬に米原市で大規模な土石流が複数発生したこと

は記憶に新しいところです。 

災害対策は「自助」の時代です。災害の規模が大きくなるほど、自治体などの公的支

援（公助）には時間がかかります。その間、住民が自らを助けられるかが重要です。２０

２４年１月の能登半島地震では、その規模の大きさから公助が追いつかず、住民による

自助の必要性が浮き彫りになりました。 

しかし、滋賀県では他府県に比べて自助の取り組みが遅れていると言わざるを得ま

せん。図２は、浸水リスクの高い地域に住む住民の災害への備えを比較したものです。

滋賀県は、ハザードマップ等による危険地域の確認、自治体からの災害関連情報の把

握、自宅外避難のための持ち出し品の準備の３点において、京都や大阪と比べて対応

が遅れています。さらに、２０２１年の民間調査会社が実施した自然災害への関心度ラ

ンキングでは、滋賀県は４６位となり、前回調査の３０位から大きく後退しています※。 

自助を高めるためには公的支援体制も重要な課題

です。しかし、現状では県民の災害意識や備えの状況

を十分に把握できているとは言えません。県や市町

は、住民の現状や課題を明確化し、必要な支援を行っ

ていくことが求められます。そのためには、まず必要

な情報を収集することが急務といえるでしょう。 

今後は猛暑による熱波災害にも注意が必要です。

２０２３年の夏（７月～９月）には、熱中症により８７１

人が救急搬送されました。こうした被害は今後さらに

増加すると考えられます。洪水や浸水、猛暑は予見可

能な災害であり、事前の備えと有事の対応により十

分に対処できるものです。「いつでも起こりうる」とい

う意識を持ち、即応体制を整えておくことが切実に

望まれます。 

図 2 災害に対する備え（自助）の 3 府県比較（担当委員らによる 2019 年調査） 

経年的に悪化傾向にある 

図 1 県内の水害被害面積（2002-2022 年） 
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図 3 県内の熱中症搬送者数（2014-2023 年） 

傾向：悪化している 

※DIAMOND online：「自然災害に関心の高い」都道府県ランキング【2021 完全版】 https://diamond.jp/articles/-/280514 
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自然災害のリスクが高まる中で、これまで以上のレベルの対応

が求められています。現状維持では対応できない、むしろリスク

となる時代なのです。災害における自助は非常に重要で、どれ

だけハードな対策が整備されても、住民一人ひとりの備えと、そ

れをサポートする自治体との連携など、ソフトな対策が進まなけ

れば大規模災害には対応できないでしょう。この点では住民・自

治体ともに多くの課題があり、現状を「悪くない」としながらも、

傾向を「悪化している」と評価しました。 

自治体は、地域住民の災害に向けた自助の状況を把握し、そ

の促進のための施策を実施することが必要です。現状では、多く

の自治体はそのための十分な情報を持ち合わせていないと考え

られます。一般住民を対象としたアンケート調査などを定期的に

実施することにより、災害への認識や備え、自治体に期待する内

容などについて把握して、エビデンスに基づく施策の立案・実施

が重要です。 

住民は、災害時の公助に限界があることを理解し、必要な自

助のための準備を進めることが急務です。そのためには、これま

でよりも高いレベルの認識と実行が、ひとりひとりに求められま

す。自然災害に対する備えは、新たな時代のニューノーマルとし

て定着させる必要があります。一人ひとりが主体的に行動し、必

要な措置を講じていきましょう。 

 

学術フォーラム 担当委員：田中 勝也

２０２３年の気候変動適応法（平成３０年法律第５０号）の改正により、暑さ

指数（ＷＢＧＴ）を基準にしたこれまでの「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒

情報」として法律に位置づけられました。さらに、より深刻な健康被害が発生

しうる場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報（通称：熱中症特別警戒ア

ラート）」が創設され、２０２４年４月２４日から運用が始まりました。 

「熱中症特別警戒アラート」は暑さ指数３５に達する場合に発表され、広域

的に過去に例のない危険な暑さ等となり、熱中症による人の健康に係る重大

な被害が生じるおそれがあることから、自発的な熱中症予防行動の実施、ま

た、家族や周囲の人々においては見守りや声かけ等の共助や、公助の行動を

とっていただくことを目的として運用されます。 

「熱中症特別警戒アラート」は、まだ全国でも発表されていませんが、「熱中

症警戒アラート」（暑さ指数３３が発表基準）は滋賀県でも２０２４年で１８回（８

月２１日時点）発表されており、健康被害が生じるおそれのある暑さが出てい

ますので、暑さに備えた行動が必要です。 

熱中症予防情報サイト 

熱中症特別警戒アラートについて（環境省 HP から引用） 

暑さ指数と日常生活に関する指針（環境省 HP から引用） 

暑さ指数
（WBGT）

注意すべき
生活活動の目安

注意事項

危険
（31以上）

高齢者においては安静状態でも発生する
危険性が大きい。

厳重警戒
（28以上31未満）

外出時は炎天下を避け、室内では室温の
上昇に注意する。

警戒
（25以上28未満）

中等度以上の生活
活動でおこる危険性

運動や激しい作業をする際は定期的に充
分に休息を取り入れる。

注意
（25未満）

強い生活活動で
おこる危険性

一般に危険性は少ないが激しい運動や重
労働時には発生する危険性がある。

すべての生活活動で
おこる危険性
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農業就業人口は、担い手への農地集積が進み、年々減少しています。環境こだわり

農産物は、認証制度が始まった平成１３年度以降その栽培面積は増加し、水稲の４割

以上で取り組まれているものの、近年は微減で推移しています。（図１）また、環境こだ

わり農業の象徴的な取組として「オーガニック農業」を推進しています。林業従事者数

は、年々減少しているものの、琵琶湖森林づくり条例の基本理念に基づく、水源林保

全を県民の主体的な参画により支えていく形態が増加しています。（図２）漁業就業者

数は、昭和５０年代以降、大きく減少しています。 

産学官民に蓄積されてきた琵琶湖保全の技術・ノウハウを生かして水環境ビジネス

を推進するために、「しが水環境ビジネス推進フォーラム」を平成２５年３月に設立しま

した。フォーラム会員数は年々増加しており、令和６年６月現在２３９者の企業・団体等

が参画されています。 

このフォーラムを通じて、水環境ビジネスに関する情報の発信や国内外に向けたＰ

Ｒ、企業同士のマッチングの機会の提供、企業の実現可能性調査や実証試験への補助

金などにより、ビジネスプロジェクトの創出・展開を図っています。 
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評 価 

9 
生業・産業に 

地域の資源を活かそう 

状態：悪くはない 

目標値には達していないが、
悪くはない状態 

生業・産業に地域の資源を活かそう 

図２ オーガニック農業(水稲)取組面積 
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図５ 主業農家・副業的農家数の推移 
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図１ 環境こだわり農産物栽培面積 
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みんなで取り組む世界農業遺産「琵琶湖システム」の魅力発信 
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産業は利用者のニーズがあってこそ成り立ちます。生業・産業に

とって地域の資源が必要とされるように、地域資源の代表である

第一次産業の生産者、あるいは共に伴走する行政は、その価値を

高めること、また価値をＰＲすることが大切です。特に第一次産業

に関連する地域資源は、エンドユーザーである一般消費者からの

支持が必要となります。滋賀県の琵琶湖と共にあろうとする農林

水産業のシステムが世界農業遺産認定された今だからこそ、県内

のみならず、県外の消費者へのアピールをもっとしてほしいとの

期待を込めて変わらないと評価しました。農林水産業分野だけで

なく、地域資源としてもっと生かせるのではないかと思う分野は、

県内各地の景観と地域で続けられてきた伝統行事の風景です。持

続的な社会を創り上げてきたことを世界農業遺産と共にアピール

した観光企画ができるのではないかと思います。訪問者数を高め

ることは、結果として第一次産業にもニーズが高まり、より産業と

しての活性化も構築されるはずです。 

第一次産業の３分野、農業、漁業、林業についてみていきます。

就業者数についてみると、農業と漁業は下降気味ですが、林業は

ほぼ横ばい状態です。国によって、森林環境税による防災の意義

も兼ねた森林整備が行われようとしています。滋賀県内では以前

より、県内の木材を利用した施設が多くみられていたのですが、２

０２４年に県内６森林組合で新組合を立ち上げ、新たに供給体制

の強化を図っています。一方、利用する場面を増やすための仕掛

けも推進しています。２０２３年に株式会社たねやと滋賀県による

建築物木材利用促進協定が締結（県内第１号）され、２０２４年５月

にびわ湖材を使った「北之庄ラ コリーナ前」バス停待合所の竣工

式が行われました。こうした取組の推進は、心地よい空間づくりと

景観を増やし、結果的に持続的なビジネスの増加にもつながると

思われます。 

次に漁業についてですが、昨年度に記載した評価内容とほぼ違

いがありませんでした。消極的な意味ではなく、いい意味で維持

されていると言ってもよいでしょう。気候変動や年ごとに変わる

漁獲量の変化への対応は必要ではあるものの、逆らえない部分も

ありますので、悪くはない、という評価といえます。 

最後に、農業についてですが、米価が下がり続ける中、稲作づ

くりが盛んな滋賀県農業にとっては不遇の時代ともいえるでしょ

う。しかし、全体の産出額は横ばい、長期的視点ではやや微増とい

えます。これは稲作から他の作物への転換がはかられているこ

と、特定の担い手に農地集積が行われていると推察されます。 

世界農業遺産に認定された「琵琶湖と共生する滋賀の農林水

産業『琵琶湖システム』」に関連するアンケートが県内モニターを対

象に取られました（滋賀県）。その回答によれば、世界農業遺産に

認定されていたことを知っていたのは４６．８％、琵琶湖システム

のロゴマークにおいては２１．８％でした。認知度を高めるために

も、まずは、ロゴマークをつけるシステムを見直し、ロゴマークが

より多くの場面で見られるようにすることが必要でしょう。また

「湖魚×県産農林産物＝びわ湖魚グルメ」で、新ご当地開発プロジ

ェクトとインスタグラムでの情報発信で新規に消費場面を創り出

そうと努力されています。このこと自体はとても良いことだと思

います。ただしこの努力が実になるのは少なくとも５年、定着する

までには１０年はかかります。行政としてもそのことを肝に銘じて

予算化し続けてほしいと思います。 

 

学術フォーラム 担当委員：中村 貴子

琵琶湖とそれを取り巻く地域では、「エリ漁」などの伝統的な漁法や

水産資源に寄与する「魚のゆりかご水田」のほか、「ふなずし」などの滋

賀独自の食文化が受け継がれています。また、琵琶湖などの環境に配

慮した「環境こだわり農業」や水源を涵養する森林の保全の取組も進め

られています。 

こうした琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業は「琵琶湖システム」と

して、令和４年に国連食糧農業機関（ＦＡＯ）により「世界農業遺産」に認

定されました。 

世界農業遺産「琵琶湖システム」の認知度向上を図り、ファンを増や

し、県産食材の消費拡大につなげるため、Ｉｎｓｔａｇｒａｍでも魅力発信 

を行っています。「琵琶湖システム」に関す

るイベントや様々な情報を発信しているほ

か、フォロワーの方々に県産食材を食べた

感想や料理した写真を自ら発信していた

だくなど、みなさんと協働しながら「琵琶

湖システム」の魅力発信を行っています。 

多くの方に積極的に県産農水産物を選

んでいただき、一緒に「琵琶湖システム」の

魅力を発信していただきたいと思います。 


